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第１ 目的 

  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４年法律

第５０号。以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、障害者就労施設等で就労す

る障がい者の自立の促進に資するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図る

ための方針を定め、本市における障害者就労施設等からの優先調達の一層の推進を図ること

を目的とする。 

 

第２ 適用範囲 

 本方針の適用範囲は、本市のすべての機関が発注する物品又は役務（以下「物品等」とい

う。）の調達とする。 

 

第３ 対象となる施設等 

 調達の対象となる障害者就労施設等は、法第２条第４項に規定する障害者就労施設等で、

物品等の調達が可能な施設とする。 

   

第４ 調達目標 

  障害者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績も踏まえ、調達件数及び

調達額の増加に努めるものとする。 

 

第５ 調達の対象物品等 

 障害者就労施設等が受注することが可能な全ての物品等とする。 

 

第６ 調達の推進方法 

 （１）福祉課障害福祉係は、障害者就労施設等が受注できる物品等に関する情報を各課局

へ提供し、可能な限り障害者就労施設等への発注に努めるものとする。 

 

 （２）物品等の調達に当たっては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１   

６７条の２第１項第１号に規定する額を超える場合には、同項第３号による随意契約

を積極的に活用し、障害者就労施設等からの物品調達に努めるものとする。 

 

第７ 調達実績の公表 

  出納閉鎖後、前年度の物品等の調達状況を調査し、速やかに障害者就労施設等からの物品

等の調達実績の概要を公表する。 


